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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
バッチを製造するバッチ製造装置であって、
本体部と、
前記本体部の内部に設けられる受け型であって、第１の蓋が載置される第１の載置部材と
、前記第１の蓋と結合可能な第２の蓋が載置される第２の載置部材とを有する受け型と、
前記本体部の内部に設けられ、前記受け型に係合可能な押圧型と、
を備え、
前記受け型と前記押圧型とは、第１の位置、及び第２の位置にて係合可能であり、
前記本体部の内部に装着された受け型は、前記押圧型との係合が解除されることにより、
前記本体部の内部から取り出し可能であるバッチ製造装置。
【請求項２】
請求項１記載のバッチ製造装置であって、
さらに、前記押圧型を前記受け型と係合させるべく操作される操作部を備えるバッチ製造
装置。
【請求項３】
請求項１又は２記載のバッチ製造装置であって、
前記受け型は、前記本体部の内部に装着された状態で、前記押圧型の直下に位置するバッ
チ製造装置。
【請求項４】
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請求項１から３のいずれか一項記載のバッチ製造装置であって、
前記受け型は把持部を有し、
前記受け型が前記本体部の内部に装着された際に、前記把持部は前記本体部と係合するバ
ッチ製造装置。
【請求項５】
請求項１から４のいずれか一項記載のバッチ製造装置であって、
前記受け型は、前記第１の蓋を吸着可能な吸着部材を有するバッチ製造装置。
【請求項６】
請求項１から５のいずれか一項記載のバッチ製造装置であって、
前記第２の載置部材は、前記第１の載置部材の周囲に形成されているバッチ製造装置。
【請求項７】
請求項１から６のいずれか一項記載のバッチ製造装置であって、
前記受け型は、前記第１の載置部材に第１の蓋が載置され、前記第２の載置部材に第２の
蓋が載置されることにより、前記第１の蓋と前記第２の蓋とを接触又は非接触にて重畳状
態で保持するバッチ製造装置。
【請求項８】
請求項１から７のいずれか一項記載のバッチ製造装置であって、
前記受け型は台座をさらに有し、
前記第１の載置部材は、前記台座に固定され、
前記第２の載置部材は、前記台座に弾性部材を介して上下動可能に取り付けられているバ
ッチ製造装置。
【請求項９】
請求項１から８のいずれか一項記載のバッチ製造装置であって、
前記第２の載置部材は、前記第２の蓋との接触面の少なくとも一部が金属製であるバッチ
製造装置。
【請求項１０】
請求項１から９のいずれか一項記載のバッチ製造装置であって、
前記受け型と前記押圧型との係合位置を切り換える切り換え部材をさらに備え、
前記受け型と前記押圧型とは、前記切り換え部材の切り換え操作により、前記第１の位置
又は前記第２の位置にて係合可能であるバッチ製造装置。
【請求項１１】
請求項１０記載のバッチ製造装置であって、
前記受け型と前記押圧型が係合する前記第１の位置において、前記受け型における前記第
２の載置部材と前記台座とは第１の距離分離間し、
前記受け型と前記押圧型が係合する前記第２の位置において、前記受け型における前記第
２の載置部材と前記台座とは、前記第１の距離よりも短い第２の距離分離間しているバッ
チ製造装置。
【請求項１２】
請求項１から１１のいずれか一項記載のバッチ製造装置であって、
前記受け型は、前記第１の蓋と前記第２の蓋と少なくとも一つのシート体とを、この順に
重畳状態で載置可能であるバッチ製造装置。
【請求項１３】
請求項１２記載のバッチ製造装置であって、
前記受け型に載置された前記第１の蓋と前記第２の蓋と前記シート体のうち、前記押圧型
を前記第２の位置にて前記受け型に係合させることにより、前記押圧型は、前記第２の蓋
と前記シート体とを保持可能であるバッチ製造装置。
【請求項１４】
請求項１３記載のバッチ製造装置であって、
前記押圧型に保持された前記第２の蓋と前記シート体とは、前記押圧型を前記第１の位置
にて前記受け型に係合させることにより、前記第１の蓋と結合されるバッチ製造装置。
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【請求項１５】
請求項１２から１４のいずれか一項記載のバッチ製造装置であって、
前記シート体として、視認可能な情報が表示された第１のシート体と、透過性を有するシ
ート体であって第１のシート体を覆う第２のシート体とを含むバッチ製造装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１の蓋と第２の蓋とが結合されてなるバッチを製造するバッチ製造装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載されたバッチ製造装置は、表蓋と裏蓋とが結合されてなるバッチを製
造するものであって、表蓋が載置される第１の受け型と、裏蓋が載置される第２の受け型
と、押圧型と、を備える。まず、表蓋が載置された第１の受け型を押圧型の直下に配置し
て押圧型を第１の受け型に係合させる。これにより、表蓋が押圧型に保持される。続いて
第１の受け型を移動させ、裏蓋が載置された第２の受け型を押圧型の直下に配置し、表蓋
を保持した押圧型を第２の受け型に係合させる。これにより、表蓋と裏蓋とが結合されて
バッチが製造される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－２６１２２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されたバッチ製造装置では、表蓋は第１の受け型に載置され、裏蓋は
第２の受け型に載置され、二つの受け型を要する。そして、第１受け型及び第２の受け型
を順に押圧型の直下に配置し、押圧型を第１の受け型及び第２の受け型に順に係合させて
おり、これら二つの受け型の移動に手間を要する。このため、ユーザーの利便性の点で改
善の余地があった。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みなされたものであり、ユーザーにとっての利便性を高め
ることのできるバッチ製造装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明に係るバッチ製造装置は、本体部と、前記本体部の内部に設けられる受け型であっ
て、第１の蓋が載置される第１の載置部材と、前記第１の蓋と結合可能な第２の蓋が載置
される第２の載置部材とを有する受け型と、前記本体部の内部に設けられ、前記受け型に
係合可能な押圧型と、を備え、前記受け型と前記押圧型とは、第１の位置、及び第２の位
置にて係合可能であり、前記本体部の内部に装着された受け型は、前記押圧型との係合が
解除されることにより、前記本体部の内部から取り出し可能である。
【０００７】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型は、前記本体部の内部に装
着された状態で、前記押圧型の直下に位置してもよい。
【０００８】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記本体部の内部に装着された受け型
は、前記押圧型との係合が解除されることにより、前記本体部の内部から取り出し可能で
あってもよい。
【０００９】
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　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型は把持部を有し、前記受け
型が前記本体部の内部に装着された際に、前記把持部は前記本体部と係合してもよい。
【００１０】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型は、前記第１の蓋を吸着可
能な吸着部材を有してもよい。
【００１１】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型は、前記第１の蓋が載置さ
れる第１の載置部材と、前記第２の蓋が載置される第２の載置部材とを有してもよい。
【００１２】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記第２の載置部材は、前記第１の載
置部材の周囲に形成されてもよい。
【００１３】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型は、前記第１の載置部材に
前記第１の蓋が載置され、前記第２の載置部材に前記第２の蓋が載置されることにより、
前記第１の蓋と前記第２の蓋とを接触又は非接触にて重畳状態で保持してもよい。
【００１４】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型は台座をさらに有し、前記
第１の載置部材は、前記台座に固定され、前記第２の載置部材は、前記台座に弾性部材を
介して上下動可能に取り付けられてもよい。
【００１５】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記第２の載置部材は、前記第２の蓋
との接触面の少なくとも一部が金属製であってもよい。
【００１６】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型と前記押圧型との係合位置
を切り換える切り換え部材をさらに備え、前記受け型と前記押圧型とは、前記切り換え部
材の切り換え操作により、第１の位置又は第２の位置にて係合可能であってもよい。
【００１７】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型と前記押圧型が係合する前
記第１の位置において、前記受け型における前記第２の載置部材と前記台座とは、第１の
距離分離間し、前記受け型と前記押圧型が係合する前記第２の位置において、前記受け型
における前記第２の載置部材と前記台座とは、前記第１の距離よりも短い第２の距離分離
間していてもよい。
【００１８】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型は、前記第１の蓋と前記第
２の蓋と少なくとも一つのシート体とを、この順に重畳状態で載置可能であってもよい。
【００１９】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記受け型に載置された前記第１の蓋
と前記第２の蓋と前記シート体のうち、前記押圧型を前記第２の位置にて前記受け型に係
合させることにより、前記押圧型は、前記第２の蓋と前記シート体とを保持可能であって
もよい。
【００２０】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記押圧型に保持された前記第２の蓋
と前記シート体とは、前記押圧型を前記第１の位置にて前記受け型に係合させることによ
り、前記第１の蓋と結合されてもよい。
【００２１】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記第１の蓋は裏蓋であり、前記第２
の蓋は表蓋であってもよい。
【００２２】
　また、本発明に係るバッチ製造装置においては、前記シート体として、視認可能な情報
が表示された第１のシート体と、透過性を有するシート体であって第１のシート体を覆う
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第２のシート体とを含んでもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、ユーザーにとっての利便性を高めることのできるバッチ製造装置を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】（Ａ）はバッチの分解斜視図であり、（Ｂ）はバッチの断面図である。
【図２】（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の実施形態を説明するための、バッチ製造装置の一
例の斜視図である。
【図３】バッチ製造装置の分解斜視図である。
【図４】受け型の分解斜視図である。
【図５】受け型の断面図である。
【図６】（Ａ）は切り換え部材が第１の位置にあるときの受け型の斜視図であり、（Ｂ）
は切り換え部材が第１の位置にあるときの受け型の動作を示す模式図である。
【図７】（Ａ）は切り換え部材が第２の位置にあるときの受け型の斜視図であり、（Ｂ）
は切り換え部材が第２の位置にあるときの受け型の動作を示す模式図である。
【図８】本体部及び押圧型並びに操作部の分解斜視図である。
【図９】（Ａ）は切り換え部材が第１の位置にあるときの押圧型の斜視図であり、（Ｂ）
は切り換え部材が第１の位置にあるときの押圧型の動作を示す模式図である。
【図１０】（Ａ）は切り換え部材が第２の位置にあるときの押圧型の斜視図であり、（Ｂ
）は切り換え部材が第２の位置にあるときの押圧型の動作を示す模式図である。
【図１１】バッチの製造工程を示す模式図である。
【図１２】バッチの製造工程を示す模式図である。
【図１３】バッチの製造工程を示す模式図である。
【図１４】バッチの製造工程を示す模式図である。
【図１５】バッチの製造工程を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１の（Ａ）は、本発明の実施形態に係るバッチ（組み立て前）の一例を示す分解斜視
図であり、（Ｂ）は、本発明の実施形態に係るバッチ（組み立て後）の一例を示す断面図
である。
【００２６】
　バッチ１０は、裏蓋を構成する第１の蓋１１と、表蓋を構成する第２の蓋１２と、視認
可能な情報１３ａが表示された第１のシート体１３と、第１のシート体１３の表面（上面
）を覆う第２のシート体１４と、を備える。
【００２７】
　第１の蓋１１は周縁が上方に向いた円形の金属板からなり、第２の蓋１２は周縁が下方
に向いた円形の金属板からなる。第１の蓋１１の略中心には取付孔１１ａが形成されてお
り、取付孔１１ａの周縁には一対の係止爪１１ｂ、１１ｂが形成されている。
【００２８】
　第１のシート体１３は円形の紙又は合成樹脂板等のシート体からなり、第２のシート体
１４は透過性を有する円形の合成樹脂板等のシート体からなる。
【００２９】
　バッチ１０は、第１の蓋１１と、第２の蓋１２と、第１のシート体１３と、第２のシー
ト体１４とがこの順に重畳され、第１のシート体１３及び第２のシート体１４のそれぞれ
の周縁部が折り曲げられて第１の蓋１１の周縁部と第２の蓋１２の周縁部との間に挟み込
まれ、第２の蓋１２の周縁部が第１の蓋１１の周縁部に加締められて構成される。
【００３０】
　なお、第１のシート体１３として、例えば表面に透明フィルムがラミネート又はコーテ
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ィングされたシート体を使用した場合には、第１のシート体１３を覆う第２のシート体１
４を省略することもできる。また、第２のシート体１４に文字、絵柄、模様等の情報を直
接印刷してもよく、この場合には第１のシート体１３を省略することもできる。
【００３１】
　このように構成されたバッチ１０は、第１の蓋１１の取付孔１１ａに安全ピン等の留め
具（図示せず）が取り付けられ、この留め具を介して衣服、帽子、バック等の被装着物に
装着される。
【００３２】
　次に、図１に示したバッチ１０を製造するためのバッチ製造装置について説明する。図
２の（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の実施形態に係るバッチ製造装置の一例の外観を示す斜
視図、図３は、図２に示すバッチ製造装置の分解斜視図である。
【００３３】
　バッチ製造装置２０は、本体部２１と、本体部２１の内部に着脱可能に装着される受け
型３０と、受け型３０が本体部２１の内部に装着された際に本体部２１と係合する把持部
３８と、本体部２１の内部に設けられ、受け型３０に係合可能な押圧型４０（後述）と、
押圧型４０を受け型３０と係合させるべく操作される操作部５０と、を備える。本体部２
１、把持部３８、受け型３０、押圧型４０及び操作部５０は、それぞれ合成樹脂成形体か
らなる。
【００３４】
　図４は、受け型３０の分解斜視図であり、図５は、受け型３０の断面図である。
【００３５】
　受け型３０は、バッチ１０の第１の蓋１１が載置される第１の載置部材３１と、バッチ
１０の第２の蓋１２が載置され、第１の載置部材３１の周囲に配置された第２の載置部材
３２と、を備える。すなわち、受け型３０は、第１の載置部材３１にバッチ１０の第１の
蓋１１を載置し、第２の載置部材３２に第２の蓋１２を載置することにより、第１の蓋１
１と第２の蓋１２とを接触又は非接触にて重畳状態で保持する。
【００３６】
第１の載置部材３１の上面（バッチ１０の第１の蓋１１が載置される面）には、マグネッ
トからなる吸着部材３３が取り付けられている。従って、第１の蓋１１を鉄等の強磁性体
材料で構成することにより、第１の蓋１１を第１の載置部材３１の上面に確実に吸着保持
することができる。これにより、第２の蓋１２が切り換えキャップ４１に収容される際に
、第１の蓋１１と共に収容されてしまうことを回避できる。　
【００３７】
　第２の載置部材３２は、第２の蓋１２との接触面に金属製リング３４が取り付けられて
いる。これにより、金属板からなる第２の蓋１２との接触による第２の載置部材３２の摩
損を抑制することができる。
【００３８】
　第２の載置部材３２の外周側壁には、上下方向に延在する複数の凸条３２ａが所定の間
隔で形成されている。隣り合う凸条３２ａ、３２ａの間は凹溝３２ｂを構成している。
【００３９】
　第１の載置部材３１は、台座３５の上面に固定され、第２の載置部材３２は、弾性部材
３６を介して台座３５に上下動可能に取り付けられている。弾性部材３６は、例えば押し
バネであり、図５に示すように、第１の載置部材３１の周囲に配置された第２の載置部材
３２を上方に向けて付勢する。
【００４０】
　第２の載置部材３２の下方において、第１の載置部材３１の周囲には、台座３５に回動
可能に取り付けられた切り換えリング３７が配置されている。
【００４１】
　切り換えリング３７の内周側壁には、上下方向に延在する複数の凸条３７ａが所定の間
隔で形成されている。また、隣り合う凸条３７ａ、３７ａの間は凹溝３７ｂを構成してい
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る。
【００４２】
　切り換えリング３７の外周側壁には、突起３７ｃが形成されている。一方、台座３５の
上面には、切り換えリング３７の回動をガイドするリブ３５ａが形成されており、リブ３
５ａの一部には、切り換えリング３７の回動範囲を規制する切り欠き３５ｂが形成されて
いる。切り換えリング３７は、突起３７ｃがリブ３５ａの切り欠き３５ｂに挿入された状
態で台座３５に取り付けられている。
【００４３】
　図６の（Ａ）は、切り換えリング３７の突起３７ｃが第１の位置にあるときの受け型３
０の斜視図であり、（Ｂ）は、突起３７ｃが第１の位置にあるときの受け型の動作を示す
模式図である。
【００４４】
　切り換えリング３７の突起３７ｃが第１の位置にあるときは、第２の載置部材３２の外
周側壁に形成された凸条３２ａと、切り換えリング３７の内周側壁に形成された凸条３７
ａとが上下方向に重なり合っている。
【００４５】
　このときは、第２の載置部材３２の押し下げに対し、第２の載置部材３２に形成された
凸条３２ａの下端部が切り換えリング３７に形成された凸条３７ａの上端部と当接し、第
２の載置部材３２の下方への移動が規制される。第２の載置部材３２と台座３５との間に
は、切り換えリング３７の高さに相当する第１の距離Ｌ１があけられる。
【００４６】
　一方、図７の（Ａ）は、切り換えリング３７の突起３７ｃが第２の位置にあるときの受
け型３０の斜視図であり、（Ｂ）は、突起３７ｃが第２の位置にあるときの受け型の動作
を示す模式図である。
【００４７】
　切り換えリング３７の突起３７ｃが第２の位置にあるときは、第２の載置部材３２の外
周側壁に形成された凸条３２ａと、切り換えリング３７の内周側壁に形成された凹溝３７
ｂとが上下方向に重なり合い、また、切り換えリング３７の内周側壁に形成された凸条３
７ａと、第２の載置部材３２の外周側壁に形成された凹溝３２ｂとが上下方向に重なり合
っている。
【００４８】
　このときは、第２の載置部材３２の押し下げに対し、第２の載置部材３２の凸条３２ａ
が切り換えリング３７の凹溝３７ｂに嵌入し、切り換えリング３７の凸条３７ａが第２の
載置部材３２の凹溝３２ｂに嵌入して、第２の載置部材３２が切り換えリング３７の内側
に進入すると共に、第１の載置部材３１が第２の載置部材３２から突き出される。第２の
載置部材３２と台座３５との間には、第１の距離Ｌ１（図６参照）よりも短い第２の距離
Ｌ２があけられる。
【００４９】
　図８は、バッチ製造装置２０の本体部２１及び押圧型４０並びに操作部５０の分解斜視
図である。
【００５０】
　バッチ製造装置２０の本体部２１は、本体上部２２、本体中間部２３、切り換えリンク
２４、本体下部２５、切り換えレバー２６、及び本体底部２７を有する。また、押圧型４
０は、切り換えキャップ４１、及び切り換えキャップ４１に収容可能な押し窯４２を有し
、操作部５０は、ハンドル５１、雌ねじ５２、雄ねじ５３、及び押圧型４０の切り換えキ
ャップ４１を収容可能な押し窯キャップ５４を有する。
【００５１】
　本体部２１の切り換えリンク２４は、一端（下端）が切り換えレバー２６に係合され、
他端（上端）が押圧型４０の切り換えキャップ４１に形成された突起４１ｃに係合されて
いる。
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【００５２】
　切り換えレバー２６は本体底部２７に回動自在に取り付けられており、切り換えレバー
２６を第１の位置と第２の位置との間で回動させることにより、切り換えキャップ４１が
切り換えリンク２４を介して第１の位置と第２の位置との間で回動する。また、受け型３
０の切り換えリング３７の突起３７ｃ（図４参照）は、受け型３０が本体部２１の内部に
装着された状態で切り換えリンク２４と係合し、突起３７ｃもまた、切り換えレバー２６
を第１の位置と第２の位置との間で回動させることにより、切り換えリンク２４を介して
第１の位置と第２の位置との間で回動する。
【００５３】
　操作部５０の雄ねじ５３の一端（上端）はハンドル５１に連結され、雄ねじ５３の他端
（下端）には押し窯キャップ５４及び押圧型４０の押し窯４２が回動可能に取り付けられ
ている。雌ねじ５２は本体上部２２に固定されており、ハンドル５１を回動させることに
より、雌ねじ５２に螺合した雄ねじ５３が上下動し、雄ねじ５３に取り付けられた押し窯
キャップ５４及び押し窯４２もまた雄ねじ５３に連動して上下動する。
【００５４】
　一方、押圧型４０の切り換えキャップ４１は、押し窯キャップ５４と押し窯４２との間
で雄ねじ５３に沿って移動可能となっている。
【００５５】
　図９の（Ａ）は、本体部２１の切り換えレバー２６が第１の位置にあるときの押圧型４
０の斜視図であり、（Ｂ）は、切り換えレバー２６が第１の位置にあるときの押圧型４０
の動作を示す模式図である。
【００５６】
　切り換えレバー２６が第１の位置にあるときは、切り換えキャップ４１の外周側壁に形
成された凸条４１ａと、押し窯キャップ５４に形成された凹溝５４ｂとが上下方向に重な
り合い、また、押し窯キャップ５４に形成された凸条５４ａと、切り換えキャップ４１の
外周側壁に形成された凹溝４１ｂとが上下方向に重なり合っている。
【００５７】
　このときは、切り換えキャップ４１が下方から支持されるものとして、ハンドル５１の
回動操作に伴い、切り換えキャップ４１の凸条４１ａが押し窯キャップ５４の凹溝５４ｂ
に嵌入し、押し窯キャップ５４の凸条５４ａが切り換えキャップ４１の凹溝４１ｂに嵌入
して、切り換えキャップ４１が押し窯キャップ５４に収容されると共に押し窯４２が切り
換えキャップ４１から突き出される。
【００５８】
　図１０の（Ａ）は、本体部２１の切り換えレバー２６が第２の位置にあるときの押圧型
４０の斜視図であり、（Ｂ）は、切り換えレバー２６が第２の位置にあるときの押圧型４
０の動作を示す模式図である。
【００５９】
　押圧型４０の切り換えキャップ４１の外周側壁には、上下方向に延在する複数の凸条４
１ａが所定の間隔で形成されている。また、隣り合う凸条４１ａ、４１ａの間は凹溝４１
ｂを構成している。
【００６０】
　操作部５０の押し窯キャップ５４の内周側壁には、上下方向に延在する複数の凸条５４
ａが所定の間隔で形成されている。また、隣り合う凸条５４ａ、５４ａの間は凹溝５４ｂ
を構成している。
【００６１】
　切り換えレバー２６が第２の位置にあるときは、切り換えキャップ４１の外周側壁に形
成された凸条４１ａと、押し窯キャップ５４の内周側壁に形成された凸条５４ａとが上下
方向に重なり合っている。
【００６２】
　このときは、ハンドル５１の回動操作に伴い、押し窯キャップ５４に形成された凸条５
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４ａの下端部が切り換えキャップ４１に形成された凸条４１ａの上端部と当接して切り換
えキャップ４１は押し窯キャップ５４に押され、押し窯キャップ５４に押された切り換え
キャップ４１は押し窯４２を収容した状態で押し窯４２及び押し窯キャップ５４と一体と
なって下方へ移動される。
【００６３】
　次に、図１１～図１５を参照して、バッチ製造装置２０を用いたバッチ１０の製造方法
について説明する。
【００６４】
　まず、図１１に示すように、受け型３０の第１の載置部材３１にバッチ１０の第１の蓋
１１を載置し、第２の載置部材３２に第２の蓋１２を載置し、さらに、第２の蓋１２の上
に第１のシート体１３と第２のシート体１４とを順に載置する。
【００６５】
　そして、この状態で受け型３０をバッチ製造装置２０の本体部２１の内部に装着する。
受け型３０を本体部２１の内部に装着すると、把持部３８（図２及び図３参照）が本体部
２１に装着されるので、受け型３０を本体部２１の内部の定位置に確実に装着することが
できる。受け型３０は、本体部２１の内部に装着された状態で、押圧型４０の直下に位置
する。
【００６６】
　受け型３０を本体部２１の内部に装着した後、本体部２１の切り換えレバー２６を第２
の位置に配置する。受け型３０においては、図７に示したとおり、第２の載置部材３２の
凸条３２ａと切り換えリング３７の凹溝３７ｂとが上下方向に重なり合い、また切り換え
リング３７の凸条３７ａと第２の載置部材３２の凹溝３２ｂとが上下方向に重なり合って
おり、押圧型４０においては、図１０に示したとおり、切り換えキャップ４１の突条４１
ａと押し窯キャップ５４の凸条５４ａとが上下方向に重なり合っている。
【００６７】
　次に、図１２に示すように、操作部５０のハンドル５１を回動操作し、受け型３０と押
圧型４０とを係合させる。ハンドル５１の回動操作に伴い、押圧型４０の切り換えキャッ
プ４１が、押し窯キャップ５４に押され、押し窯４２を収容した状態で押し窯４２及び押
し窯キャップ５４と一体となって下方へ移動され、受け型３０の第２の載置部材３２に当
接して第２の載置部材３２を押し下げる。
【００６８】
　第２の載置部材３２の押し下げに伴って第１の載置部材３１が突き出され、第２のシー
ト体１４及び第１のシート体１３並びに第２の蓋１２が切り換えキャップ４１に収容され
る。第２のシート体１４及び第１のシート体１３のそれぞれの周縁部が切り換えキャップ
４１の内周側壁によって窄められて第２のシート体１４及び第１のシート体１３は切り換
えキャップ４１に保持され、第２の蓋１２は、周縁部が窄められた第２のシート体１４及
び第１のシート体１３に包まれることによって切り換えキャップ４１に保持される。
【００６９】
　次に、図１３に示すように、操作部５０のハンドル５１を回動操作し、受け型３０と押
圧型４０との係合を一旦解除する。そして、本体部２１の切り換えレバー２６を第１の位
置に配置する。受け型３０においては、図６に示したとおり、第２の載置部材３２の凸条
３２ａと切り換えリング３７の凸条３７ａとが上下方向に重なり合い、押圧型４０におい
ては、図９に示したとおり、切り換えキャップ４１の凸条４１ａと押し窯キャップ５４の
凹溝５４ｂとが上下方向に重なり合い、また、押し窯キャップ５４の凸条５４ａと切り換
えキャップ４１の凹溝４１ｂとが上下方向に重なり合っている。
【００７０】
　次に、図１４に示すように、操作部５０のハンドル５１を回動操作し、受け型３０と押
圧型４０とを再び係合させる。ハンドル５１の回動操作に伴い、押圧型４０の切り換えキ
ャップ４１が受け型３０の第２の載置部材３２に当接するが、第２の載置部材３２の凸条
３２ａと切り換えリング３７の凸条３７ａとの当接によって第２の載置部材３２の下方へ
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持されて押し窯キャップ５４に収容され、押し窯４２が切り換えキャップ４１から突き出
される。
【００７１】
　押し窯４２の切り換えキャップ４１からの突き出しに伴い、切り換えキャップ４１に収
容された第２のシート体１４及び第１のシート体１３並びに第２の蓋１２が切り換えキャ
ップ４１から押し出される。第２のシート体１４及び第１のシート体１３のそれぞれの周
縁部は、第２の載置部材３２に取り付けられている金属製リング３４を摺動して第２の蓋
１２の周縁に沿って折り曲げられ、第２の蓋１２の周縁部の内側に嵌り込む第１の蓋１１
の周縁部によってさらに折り曲げられ、第１の蓋１１の周縁部と第２の蓋１２の周縁部と
の間に挟み込まれる。そして、第２の蓋１２の周縁部もまた、金属製リング３４を摺動し
て第２の蓋１２の周縁部の内側に嵌り込む第１の蓋１１の周縁部に加締められる。これに
よりバッチ１０の製造が完了する。
【００７２】
　そして、図１５に示すように、操作部５０のハンドル５１を回動操作し、受け型３０と
押圧型４０との係合を解除し、受け型３０をバッチ製造装置２０の本体部２１から取り出
して、受け型３０に保持されたバッチ１０を取り出す。
【００７３】
　このように、本発明によれば、一つの受け型３０でバッチ１０を製造でき、二つの受け
型を用いる従来技術における受け型の移動に要する手間を省くことができる。これにより
、バッチ１０を製造する際のユーザーの利便性を高めることができる。
【符号の説明】
【００７４】
１０　バッチ
１１　第１の蓋（裏蓋）
１２　第２の蓋（表蓋）
１３　第１のシート体
１４　第２のシート体
２０　バッチ製造装置
２１　本体部
２４　切り換えリンク（切り換え部材）
２６　切り換えレバー（切り換え部材）
３０　受け型
３１　第１の載置部材
３２　第２の載置部材
３３　吸着部材
３４　金属製リング
３５　台座
３６　弾性部材
３７　切り換えリング（切り換え部材）
３８　把持部
４０　押圧型
４１　切り換えキャップ（切り換え部材）
４２　押し窯
５０　操作部
５１　ハンドル
５２　雌ねじ
５３　雄ねじ
５４　押し窯キャップ
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